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 富山県表彰規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成26年１月17日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第１号 

      富山県表彰規則の一部を改正する規則 

 富山県表彰規則（昭和60年富山県規則第17号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「及び特別表彰」を「、特別表彰及び富山県青少年スポーツ特別栄誉賞」 

に改める。 

 第14条を第15条とし、第10条から第13条までを１条ずつ繰り下げ、第９条の次に 

次の１条を加える。 

 （富山県青少年スポーツ特別栄誉賞） 

第10条 富山県青少年スポーツ特別栄誉賞は、富山県の未来を担う青少年で、スポ 

 ーツ活動又はスポーツの振興に特に顕著な功績があり、県民に勇気と感動を、子 

 どもたちに夢と希望を与えたものについて行う。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                              （秘 書 課）  
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